
団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ： 令和 8 年 3 月

計 画 期 間 ： 令和 8 年度 ～ 17年度

１．事業概要

　⑴　事業の概要

　　①　施設

供用開始年度
（供用開始後年数）

法適(全部・一部適用)
非適の区分

処理区域内人口密度
流域下水道等への

接続の有無

処 理 区 数

処 理 場 数

広域化･共同化･最適化
実施状況*1

　　②　使用料

一般家庭用使用料体系の

概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の

概 要 ・ 考 え 方

その他の使用料体系の

概 要 ・ 考 え 方

条 例 上 の 使 用 料 *2 令和 4 年度 3,900 円 実 質 的 な 使 用 料 *3 3,979 円

(20 ㎥ あ た り ) 令和 5 年度 3,900 円 (20 ㎥ あ た り ) 4,031 円

※過去 3年度分を 記載 令和 6 年度 3,900 円 ※過去 3年度分を 記載 4,037 円

平成5年度
（32年目）

法適用（全部）
令和6年4月1日

高畠町特定環境保全公共下水道事業経営戦略

山形県高畠町

特定環境保全公共下水道事業

令和

令和 6 年度

17.9人/ha
（令和6年度末）

有

1処理区

無

　最適化として、平成27年度に策定した『高畠町汚水処理施設整備計画』（令和7年度改定中）に基づき、汚水処理
の特性、経済性及び運営管理手法等で有利である特定環境保全公共下水道事業を行っています。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基
　づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の
　統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

　本町の下水道使用料は、1か月ごとの使用水量に基づき、基本使用料と超過使用料で決定しています。
　基本水量10m³までは基本使用料に含まれており、10㎥を超えた場合は超過使用料が加算されます。

一般家庭用使用料体系と区分はありません。

温泉廃湯は従量に応じて算定しています。

令和 4 年度

令和 5 年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

下水道使用料表

基本使用料 単位：円（税抜）

排水種別 汚水量 使用料

1立方メートルから5立方メートルまで 1,500

5立方メートルを超え10立方メートルまで 1,900

温泉公衆浴場

超過使用料（1立方メートルあたり） 単位：円（税抜）

排水種別 汚水量 使用料

一般用 10立方メートルを超えるもの 200

温泉公衆浴場 1立方メートルにつき70円

一般用

1立方メートルにつき70円
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　　③　組織

職　員　数

事業運営組織

＜組織体制＞

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

イ　土地・施設等利用
　　（未利用土地・施設の活用等）*5

該当ありません。

民間活用の状況

イ　指定管理者制度

・管路施設：調査・修繕・清掃業務を仕様発注で民間業者に委託してい
ます。
・マンホールポンプ施設：清掃、維持管理業務等を仕様発注で民間業者
に委託しています。

ア　民間委託
　　（包括的民間委託を含む）

　⑶　経営比較分析表を活用した現状分析　　経営比較分析表：別紙の通り

　下水道事業の職員数は、課長（水道事業と兼務）のほか、５名（課長補佐兼下水道係長１、主任１、技師１、技
師補１、専門員１）で組織しています。課長を除く事業ごとの人員配置は、公共下水道事業４名、特定環境保全公
共下水道事業１名となっており、農業集落排水事業と特定地域生活排水処理事業は公共下水道事業等の配属職員が
兼務しています。

　上下水道課が、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事
業を所掌しています。

　⑵　民間活力の活用等

該当ありません。

ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当ありません。

資産活用の状況

ア　エネルギー利用
　　（下水熱･下水汚泥･発電等）*4

該当ありません。

　本町の下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業）は、令和6年度から
地方公営企業法（全部）を適用し公営企業へ移行しました。下記に主要な経営指標の現状分析を示します。

・経費回収率（％）…100％以上が望ましい　下水道使用料/汚水処理費（公費負担分除く）
　経費回収率は100％となっており、類似団体の平均値と比較しても高い水準にあります。現時点では、汚水処理費を使用料収入で賄えている
状況にありますが、今後は施設の老朽化の進行や物価上昇等により、汚水処理費の増加が見込まれます。
　このため、ストックマネジメント計画に基づき、ライフサイクルコストの低減に資する取組を着実に進めるとともに、使用料収入の安定的
な確保に向け未接続世帯の解消を図るなど、「6．経費回収率の向上に向けたロードマップ」に示す支出削減および収入増加の取組を推進しま
す。

・経常収支比率（％）…100％以上が望ましい　経常収益/経常費用
　経常収支比率は100％を上回っており、類似団体の平均値と比較して同程度の水準にありますが、一般会計繰入金により収支の均衡を維持し
ているのが現状です。このため、支出削減および収入増加の取組を推進し、一般会計繰入金への依存度の低減に努めます。

・水洗化率（％）…100％が望ましい　水洗化人口/処理区域内人口
　水洗化率は約84%であり継続して上昇傾向にあるものの、類似団体の平均値を下回る状況にあります。今後、維持管理費の増加が見込まれる
ことから、使用料収入の確保が一層重要となっています。このため、未接続世帯の解消に向けた取組を継続し、使用料収入の安定的な確保に
努めます。

上下水道課

・課長

・農業集落排水事業

・特定地域生活排水

処理事業

（兼務）

公共下水道事業

（４名）

特定環境保全

公共下水道事業（１名）
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２．将来の事業環境

　⑴　処理区域内人口の予測

　処理区域内人口の見通しは、以下の考え方で推計しています。
・行政人口
　令和5年度に公表された国立社会保障・人口問題研究所の5年ごとの将来人口推計を基に、直線補間により各年の将来行政人口を推計してい
ます。
・処理区域内人口
　令和6年度の処理区域内人口の実績値に、令和5年度に公表された国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計に基づく増減率を反映し、
将来の処理区域内人口を推計しています。

　⑵　有収水量の予測

　有収水量の予測は、下記の考え方で推計しています。
・水洗化率
　過年度の水洗化率の実績を踏まえ、毎年0.44％の上昇を見込み、令和6年度の水洗化率83.86％（実績）を基準として、令和17年度の水洗化
率を約88.7％（=83.86%+0.44%/年×11年）と設定しています。
・水洗化人口
　処理区域内人口の推計値に水洗化率を反映し、将来の水洗化人口を推計しています。令和6年度の水洗化人口3,055人を基準とすると、令和
17年度の水洗化人口は2,730人（=処理区域内人口3,078人×水洗化率約88.7％）となり、約11％の減少を見込んでいます。
・有収水量
　水洗化人口の推計値に令和2年度から令和6年度の1人当たりの年間有収水量の平均約82㎥/人（実績）を乗じて推計しています。令和6年度の
有収水量252千㎥を基準とすると、令和17年度の有収水量は223千㎥（=水洗化人口2,730人×約82㎥/人）となり、約12％の減少を見込んでいま
す。

　⑶　使用料収入の見通し

　使用料収入の見通しは、現行の使用料体系を維持することを前提に、下記の考え方で推計しています。
・使用料収入
　有収水量の推計値に令和2年度から令和6年度の使用料単価の平均約201円/㎥（実績）を乗じて推計しています。令和6年度の使用料収入
50,925千円（税抜）を基準とすると、令和17年度の使用料収入は44,796千円(=有収水量223千㎥×使用料単価約201円/㎥)となり、約12％の減
少を見込んでいます。
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　⑷　施設の見通し

・平成3年度の建設事業開始から34年が経過し、16年後には標準耐用年数である50年を迎える管路施設が発生することから、今後、改築需要の
増加が見込まれています。このため、下水道ストックマネジメント計画に基づき、予防保全型の維持管理を行うとともに、計画的な点検・調
査及び修繕を組み合わせることで、ライフサイクルコストの低減と改築需要の平準化を図ります。
・マンホールポンプの機械電気設備については、標準耐用年数が約15年であることを踏まえ、予防保全型の維持管理を行うとともに、計画的
な点検・調査及び修繕を組み合わせることで、ライフサイクルコストの低減と改築需要の平準化を図ります。

　⑸　組織の見通し

・技術職員と事務職員については、退職した職員の分は新規採用職員で補充する形で現行の人数を維持することを想定しています。
・職員が変わってもノウハウの継承が行えるよう業務の見える化や共有、研修の充実等を図っていきます。

３．経営の基本方針

施策1　特定環境保全公共下水道の未普及解消
・下水道事業の早期概成（汚水処理人口普及率95％）を目指し、特定環境保全公共下水道の効率的な整備を実施します。

施策2　特定環境保全公共下水道施設の適正な維持管理
・ストックマネジメント計画に基づき、管路の点検・調査を実施し、情報を蓄積・評価します。その上で、中長期的な改築需要を予測し、点
検・調査、修繕・改築を一体的に捉え、計画的かつ効率的な維持管理を推進していきます。
・マンホールポンプ場の定期点検・清掃を実施し、夾雑物や設備劣化等による運転停止を未然に防ぎます。また、運転および点検記録を蓄積
することで、計画的な修繕・改築に役立てます。
・自然災害等の緊急時に備え、下水道BCPに基づく迅速かつ的確な対応を行うとともに、危機管理体制の継続的な強化に取り組みます。

施策3　特定環境保全公共下水道事業の経営の安定
・現在の下水道普及率や今後の新規整備の予定を踏まえ、これから増加が見込まれる改築事業を中心に、必要となる事業量や事業費を的確に
把握・精査します。常に最適な事業運営が可能となるよう、新規整備及び改築更新に係る事業の継続的な見直しを行います。
・持続的かつ安定的な事業運営のため、支出削減と収入増加の取り組みを通じて経費回収率の向上を目指し、経営の健全化を図ります。

4



目　　標

目　　標

（１）職員給与費に関する事項
・人員は現行体制を維持するものとし、令和6年度の実績を基準として、給与の上昇分（+1％/年）を考慮し設定しています。

（２）動力費、修繕費、委託費に関する事項
・令和6年度の実績を基準として、物価上昇（+1％/年）を考慮し設定しています。

（３）経常的な委託費に関する事項
・マンホールポンプ清掃業務（単年度契約）
・下水道汚泥処分業務（単年度契約）
・マンホールポンプクラウド監視業務（長期契約（5年）R8更新）
・下水道使用料等徴収業務（単年度契約）

（４）臨時的な委託費に関する事項
　上記の経常的な委託以外に予定している委託を下記に示します。
・経営戦略改定業務（R12、R17）
・下水道台帳整備業務（隔年契約）
・生活排水処理構想計画見直業務（R8）
・下水道事業変更認可業務（R8、R13）
・中和田地区接続実施設計（R10）
・汚水処理施設整備計画改定業務（R17）

４．投資・財政計画（収支計画）

　⑴　投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

　⑵　投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　　①　収支計画のうち投資についての説明

・収益的収支について、総務省繰出基準に基づく基準内繰入（流域、分流式など）を計上しており、令和10年度以外は基準外繰入は計上して
いません。
・資本的収支について、元金償還は総務省繰出基準に基づく基準内繰入（緊急整備、流域など）を計上しており、特定の年度にて不足する分
は基準外繰入を見込んでいます。

　　③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・特定環境保全公共下水道事業の早期概成を見据えた新規整備事業と、今後増加が見込まれる改築事業との適切な
バランスを図りながら、各事業の定期的な見直しを行うことで、計画的かつ効率的な投資を目指します。

・投資財源については、補助金・企業債・負担金・繰入金を組み合わせ、必要投資を継続できる財源を確保しま
す。
・水洗化率88.7％を目標値と設定し、接続率向上のための取組みを推進し、使用料収入の安定的な確保に努めま
す。

・新規整備として、面整備費の事業費を年間約32,000千円計上しています。また、農業集落排水事業の中和田地区を特定環境保全公共下水道
へ接続する事業費として、詳細設計費を令和11年度に約50,000千円、工事費を令和12年度から令和16年度に年間約120,000千円計上していま
す。
・改築更新として、マンホールポンプの機械設備の更新事業費を令和8年度、令和12年度及び令和15年度に各約20,000千円計上しています。
・流域下水道建設負担金として、年間約4,200～7,400千円計上しています。

　　②　収支計画のうち財源についての説明

単位：千円

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

新規整備 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 面整備

50,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 農集接続

改築更新 20,000 20,000 20,000 MP

流域下水道建設負担金 7,300 7,400 5,500 4,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200

年度 備考
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・毎年、決算確定後に投資・財政計画の計画値と実績値の比較を行い、計画値から大きく乖離がみら
れる場合は、適宜計画を修正するほか、5年に1回の頻度でローリング方式により全面改定を行いま
す。
　次回は令和12年度に計画期間を令和13年度から令和22年度までの10年間とする経営戦略を策定し、
公表します。

その他の取組
・令和9年度以降の汚水管路の改築事業に対して、交付金を受けるためにはウォーターPPP（管理・更
新一体マネジメント方式による官民連携）の導入が要件化されていることから、ウォーターPPPの導
入の可能性について調査・検討していきます。

投資の平準化に関する事項
・限られた予算の下、増大する改築需要に対応するため、ストックマネジメント計画に基づき、点
検・調査、修繕・改築を一体的に捉えて下水道施設全体の管理を最適化することで、ライフサイクル
コストの低減と改築需要の平準化を図ります。

民間活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ／ＰＦＩなど）

　　②　今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項

・公営企業としての独立採算の原則に則り、一般会計への過度な依存をしない健全な経営を継続して
いくため、令和8年度に識見者・下水道利用者が参画する運営委員会を組織し、毎年度経営状況・事
業方針について報告を行うとともに、経営戦略の改定後には使用料改定の必要性について諮問を行
い、使用料改定の必要性が認められる場合、次回経営戦略の改定までに使用料の改定を行います。

資産活用による収入増加の
取組について

・活用可能な資産が無いため具体的な計画はありませんが、他自治体での動向や実現性及び採算性等
を十分に考慮した上で、必要に応じて調査・検討していきます。

・ウォーターPPP（管理・更新一体マネジメント方式による官民連携）については、委託ごとに仕様
発注を行っている現状を踏まえ、本町に適した事業スキームや導入効果等について情報収集および整
理を行い、ウォーターPPP導入の可能性について調査・検討を進めます。

その他の取組
・上記以外について、今のところ予定をしておりませんが、国の動向や他都市の先進事例を参考にし
て、必要に応じて本事業に効果的な方策について検討を進めていきます。

修繕費に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

・ウォーターPPP（管理・更新一体マネジメント方式による官民連携）については、現行の委託ごと
に仕様発注を行っている方式を踏まえ、本町に適した事業スキームや導入効果等について情報収集お
よび整理を行い、ウォーターPPP導入の可能性について調査・検討を進めます。

　　①　今後の投資についての考え方・検討状況

　⑶　投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

広域化･共同化･最適化に関する事項

・『高畠町汚水処理施設整備計画』（令和7年度改定中）に基づき、汚水処理の最適化に努め、下水
道事業の早期概成（汚水処理人口普及率95％）を目指します。
・将来的に農業集落排水（中和田地区）を特定環境保全公共下水道へ接続することを検討していきま
す。

職員給与費に関する事項 ・本町の人事・給与制度によるところとします。

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　　③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

・マンホールポンプの更新時において、対象人口や現況流入量などを踏まえて計画汚水量の見直しに
よるダウンサイジングや、高効率ポンプの導入により動力費の軽減を図ります。

薬品費に関する事項 ・該当ありません。

経営戦略の事後検証、
改定等に関する事項

・ストックマネジメント計画に基づき、予防保全を前提とした維持管理を実践していきます。これに
より、突発的、大規模な更新を抑制し、ライフサイクルコストの低減を図ることで、修繕費の低減及
び平準化を図っていきます。

動力費に関する事項

その他の取組
・ウォーターPPP（管理・更新一体マネジメント方式による官民連携）の導入により、上記経費の削
減が期待されることから、ウォーターPPPの導入の可能性について調査・検討していきます。

委託費に関する事項
・現状の発注方式、仕様内容及び委託費等を精査し、効率化・合理化による経費削減の可能性につい
て検討していきます。
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（２）業績目標
　健全な事業運営を継続していくため、以下の経営指標について、本計画期間最終年度（令和１７年度）の目標値を定め、達成に向けた施策
を講じます。

６．経費回収率の向上に向けたロードマップ

　国土交通省通知「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（令和２年７月２２日）」及び「社会資本整備総合交付
金等の交付にあたっての要件等の運用について（令和６年４月１日）」に基づき、公共下水道事業（狭義の公共下水道事業及び特定環境保全
公共下水道事業）における経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。

（１）ロードマップ
　経営戦略については、毎年度決算値と計画値を比較し、計画値から大きく乖離が見られる場合、適宜計画を修正するほか、５年に１回の頻
度でローリング方式により全面改定を行います。次回は令和１２年度に計画期間を令和１３年度から令和２２年度までとする経営戦略を策定
し、公表します。
　また、以下に掲げる業績目標の達成のため、経営戦略の改定後には使用料の改定の必要性を含めた収支構造の改善の必要性に関する検証を
行うとともに、改善の必要性について高畠町上下水道事業運営委員会（仮称）に諮問し、改善の必要性が認められる場合、次回経営戦略の改
定までに使用料の改定等を行います。

  R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

経営戦略計画期間 
           

経営戦略見直し ◎     ◎     ◎ 

収支構造の改善の

必要性に関する検

証 

           

見直し 

経営指標 
現状値 

（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１７） 
施  策 

経費回収率 １００．０％ １００．０％ 

汚水処理費（使用料で回収すべき経費）について、水洗化率

の向上及び有収率の向上を図ることで計画最終年度におい

て、公費負担分控除後の経費回収率１００％を維持します。 

水洗化率 ９３．０％ ９５．０％ 

収入増加のための取組みとして下水道への未接続世帯への

接続勧奨等により水洗化率の向上を図り、使用料収入の確保

を図ります。 

有収率 ８１．５％ ８３．０％ 

支出削減のための取組みの一つとして、ストックマネジメン

ト計画に基づき、施設の重要度や緊急度に応じて老朽化した

管渠の更新を行い、不明水の縮減を図るほか、家庭内の排水

設備からの雨水流入も少なくないと想定されるため、適切な

管理・修繕を広報誌等で呼びかけることで有収率の向上を図

り、汚水処理経費の削減を図ります。 
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様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

高畠町下水道事業_特定環境保全公共下水道事業 （単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和8年度

１． (A) 50,941 49,654 49,178 48,685 48,209 47,734 47,045 46,733 46,421 46,109 45,781 44,796
(1) 50,925 49,654 49,178 48,685 48,209 47,734 47,045 46,733 46,421 46,109 45,781 44,796

下 水 道 使 用 料 50,925 49,654 49,178 48,685 48,209 47,734 47,045 46,733 46,421 46,109 45,781 44,796
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 106,009 100,785 111,004 104,959 124,569 105,319 108,963 120,240 122,189 126,549 134,154 141,901
(1) 55,288 50,277 60,527 53,876 73,486 54,236 57,425 68,096 70,045 74,405 81,404 89,151

他会計補助金 55,288 49,837 59,027 53,876 73,486 54,236 57,425 66,096 70,045 74,405 81,404 88,451
その他補助金 0 440 1,500 0 0 0 0 2,000 0 0 0 700

(2) 50,700 50,489 50,458 51,064 51,064 51,064 51,519 52,125 52,125 52,125 52,731 52,731
(3) 21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

(C) 156,950 150,439 160,182 153,644 172,778 153,053 156,008 166,973 168,610 172,658 179,935 186,697
１． 134,682 136,100 147,423 142,120 161,599 143,297 146,421 155,252 155,149 157,131 162,047 166,478
(1) 5,345 5,399 5,453 5,508 5,564 5,620 5,676 5,732 5,789 5,846 5,904 5,963

基本給 2,966 2,996 3,026 3,056 3,087 3,118 3,149 3,180 3,212 3,244 3,276 3,309
退職給付費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2,379 2,403 2,427 2,452 2,477 2,502 2,527 2,552 2,577 2,602 2,628 2,654

(2) 25,886 27,645 38,284 30,984 49,677 30,625 32,118 36,791 33,743 32,779 33,536 35,019
動 力 費 1,297 1,310 1,323 1,336 1,349 1,362 1,376 1,390 1,404 1,418 1,432 1,446
修 繕 費 224 226 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247
材 料 費 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 21,384 21,598 24,420 26,346 26,084 25,894 25,703 28,328 28,050 27,856 27,655 27,543
そ の 他 2,979 4,509 12,310 3,069 22,009 3,132 4,800 6,832 4,046 3,260 4,202 5,781

(3) 103,451 103,056 103,686 105,628 106,358 107,052 108,627 112,729 115,617 118,506 122,607 125,496
(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 16,518 14,320 12,740 11,505 11,179 9,737 9,568 11,702 13,442 15,508 17,869 20,200
(1) 16,517 14,280 12,604 11,505 10,539 9,737 9,568 11,520 13,442 15,508 17,869 20,136
(2) 1 40 136 0 640 0 0 182 0 0 0 64

(D) 151,200 150,420 160,163 153,625 172,778 153,034 155,989 166,954 168,591 172,639 179,916 186,678
(E) 5,750 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 2,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) △ 2,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,609 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19
(I) 3,609 3,628 3,647 3,666 3,666 3,685 3,704 3,723 3,742 3,761 3,780 3,799
(J) 17,001 7,176 7,195 7,214 7,214 7,233 19,678 42,148 76,270 119,230 169,323 213,857

5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483 5,483
(K) 129,385 119,959 107,283 92,828 85,312 74,377 66,991 58,280 53,293 48,801 46,366 43,299

125,837 116,411 103,735 89,280 81,764 70,829 63,443 54,732 49,745 45,253 42,818 39,751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088
( I )

(A)-(B)

(L) - - - - - - - - - - - -

(M) 50,941 49,654 49,178 48,685 48,209 47,734 47,045 46,733 46,421 46,109 45,781 44,796

- - - - - - - - - - - -

(N) - - - - - - - - - - - -

(O) - - - - - - - - - - - -

(P) 50,941 49,654 49,178 48,685 48,209 47,734 47,045 46,733 46,421 46,109 45,781 44,796

- - - - - - - - - - - -

令和15年度 令和16年度 令和17年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入

受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

営 業 外 費 用

補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

経 費

減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

） - - -

流 動 資 産
う ち 未 収 金

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

- - -

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

- - - - - -累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

高畠町下水道事業_特定環境保全公共下水道事業 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 本年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和8年度

１． 23,600 44,400 59,300 49,400 47,500 71,200 178,200 168,200 168,200 178,200 168,200 48,200

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

２．

３． 55,542 46,958 46,501 33,286 19,277 10,334 0 0 0 0 0 0

４． 8,151 8,371 7,070 5,862 3,358 900 942 999 1,057 1,116 1,176 1,204

５．

６． 0 0 10,000 0 0 25,000 10,000 0 0 10,000 0 0

７．

８． 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９．

(A) 88,180 99,729 122,871 88,548 70,135 107,434 189,142 169,199 169,257 189,316 169,376 49,404

(B)

(C) 88,180 99,729 122,871 88,548 70,135 107,434 189,142 169,199 169,257 189,316 169,376 49,404

１． 5,291 34,400 59,300 39,400 37,500 86,200 178,200 158,200 158,200 178,200 158,200 38,200

２． 126,113 125,837 116,411 103,735 89,280 81,764 70,829 63,443 54,732 49,745 45,253 42,818

３．

４．

５．

(D) 131,404 160,237 175,711 143,135 126,780 167,964 249,029 221,643 212,932 227,945 203,453 81,018

(E) 43,224 60,508 52,840 54,587 56,645 60,530 59,887 52,444 43,675 38,629 34,077 31,614

１． 42,906 62,411 53,228 54,564 55,294 55,988 44,682 38,153 29,389 23,440 19,802 28,251

２．

３．

４． 318 △ 1,903 △ 388 23 1,351 4,542 15,205 14,291 14,286 15,189 14,275 3,363

(F) 43,224 60,508 52,840 54,587 56,645 60,530 59,887 52,444 43,675 38,629 34,077 31,614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 832,639 751,202 694,091 639,756 597,976 587,412 694,783 799,540 913,008 1,041,463 1,164,410 1,169,792

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

55,288 49,837 59,027 53,876 73,486 54,236 57,425 66,096 70,045 74,405 81,404 88,451

49,575 49,837 59,027 53,876 66,445 54,236 57,425 66,096 70,045 74,405 81,404 88,451

5,713 0 0 0 7,041 0 0 0 0 0 0 0

63,693 55,329 53,571 39,148 22,635 11,234 942 999 1,057 1,116 1,176 1,204

8,151 8,371 7,070 5,862 3,358 900 942 999 1,057 1,116 1,176 1,204

55,542 46,958 46,501 33,286 19,277 10,334 0 0 0 0 0 0

118,981 105,166 112,598 93,024 96,121 65,470 58,367 67,095 71,102 75,521 82,580 89,655

令和16年度 令和17年度令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

そ の 他

計

令和14年度

計

令和15年度

そ の 他

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度 令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度



①有形固定資産減価償却率は類似団体平均より高
水準で推移しており、資産の老朽化や耐用年数の
考え方を踏まえ、更新投資と維持管理の最適配分
を検討します。（※法適用移行時の資産評価方法
の違いにより、類似団体平均に比して高い値と
なっています。） また、マンホールポンプは順次
更新を進めており、令和８年度に更新が一巡する
計画としています。
②現時点の管渠老朽化率は低水準で推移していま
すが、将来の到達年次を見据え、劣化度・重要度
に基づく優先度評価を行い、更新量の確保と平準
化を図ります。
③直近の管渠改善率は低位であるため、計画に
沿った更新・修繕の実施量を段階的に確保し、更
新需要の山に備えます。2. 老朽化の状況

全体総括

令和6年度から地方公営企業法の全部適用へ移行
し、企業会計方式により経営情報の把握精度が向
上しました。主要収支はおおむね安定的で、累積
欠損の面でも健全性が維持されています。一方、
流動比率は十分とは言えず、短期資金の見通しを
たて、資金管理を一層強化する必要があります。
企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均のみ
ならず全国平均との乖離も大きいことから、投
資・償還の平準化と財源多様化を通じて段階的な
改善を図ります。
汚水処理原価は概ね適正水準で推移しており、運
転・設備の最適化により一層の効率化を進めま
す。施設利用率・水洗化率の改善により、処理能
力の有効活用と収支の安定化を目指します。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

3,643 2.03 1,794.58 【】 令和6年度全国平均

処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①⑤経常収支比率は100%を上回り、経費回収率も
100%に達しており、使用料収入と費用の対応は概
ね良好です。引き続き費用構造の見える化と使用
料水準の妥当性検証を行い、収支の安定化を図り
ます。
③②流動比率は低水準となっており、短期資金管
理の強化が必要となりますが、当年度末時点で資
金不足は発生しておりません。また、累積欠損金
は生じておらず、財政の持続性確保に資する状況
です。短期の資金繰りの管理を適正に行い、支払
能力の安定を確保します。
④企業債残高対事業規模比率は類似団体平均を大
きく上回っていますが、建設事業開始当初の企業
債の償還が大きく進んでいくことから、当該指標
の段階的な改善を見込んでいます。
⑥⑦⑧汚水処理原価は概ね類似団体並みであり、
運転最適化・省エネ化・維持管理の高度化により
抑制を継続します。施設利用率は県流域下水道に
接続しており町で処理施設を保有していないた
め、数値なしとなっております。水洗化率は一定
水準にあり、接続率の一層の向上を通じ、使用料
収入の安定化と効率性の向上を目指します。

資金不足比率(％)

- 73.44 17.21 81.54 4,290

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

21,306

処理区域内人口(人)

180.26 118.20 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D1 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
山形県　高畠町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.27

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 103.80

平均値 - - - - 103.79

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 47.17

平均値 - - - - 34.59

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.10

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 53.87

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 13.14

平均値 - - - - 46.37

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 1,556.45

平均値 - - - - 1,062.58

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 100.00

平均値 - - - - 80.36

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 201.87

平均値 - - - - 201.33

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - -

平均値 - - - - 44.79

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 83.86

平均値 - - - - 88.68

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.07】 【63.54】 【50.90】 【1,099.15】

【86.31】【43.17】【225.78】【72.92】

【30.82】 【0.06】 【0.15】



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

高畠町下水道事業_特定環境保全公共下水道事業

供用開始年月日 平 成 5 年 6 月 1 日

処理区域内人口 3,643人

自 令 和 8 年 4 月
至 令 和 13 年 3 月

（5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

50,925 48,170 48,170

0 0 0

16 0 0

50,941 48,170 0 48,170

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

1,888 2,451 486 1,965

諸 手 当 1,146 1,194 0 1,194

福 利 費 676 704 0 704

224 233 0 233

2 2 0 2

147 154 0 154

1,302 4,942 180 4,762

437 454 0 454

5,822 10,134 666 9,468

給 料 490 636 126 510

諸 手 当 376 391 0 391

福 利 費 181 188 0 188

21,384 25,689 0 25,689

862 3,273 120 3,153

232 241 0 241

23,525 30,418 246 30,172

15,758 10,791 2,353 8,437

4,523 55,236 55,236 0

0 0 0 0

20,281 66,027 57,590 8,437

49,628 106,579 58,502 48,078

49,713

97,791

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.49

＜使用料水準についての説明＞

使 用 料 (X)

原価計算表

計算期間

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

小 計

一
 

般
 

管
 

理
 

費

人
件
費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費
（ 長 期 前 受 金 戻 入 控 除 後 ）

企 業 債 取 扱 諸 費

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

資産維持費については、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、計画期間中
に見込まれる減価償却費（長期前受金戻入控除後）に機能向上率として0.9を乗じた額としている。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場
合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るも
の）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水
道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実
情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。


